
平成27年平成27年度度
住民  住民税税（（市民税市民税・・都民税）都民税）の申告の申告

平成26年中の収入などを市へ申告するものです
※当日の混雑状況によっては、早めに受付を終了する場合があります。ご了承ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合せ　課税課市民税係階189

　
受
付
期
間
　
２
月
２
日
俄
～
３
月
　
日
俄
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　（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

　
受
付
時
間
　
午
前
９
時
～
　
時
、
午
後
１
時
～

11

　
３
時
　
分
30

　
受
付
会
場
　
市
役
所
４
階
大
会
議
室

　
※
今
回
か
ら
、
端
末
に
情
報
を
入
力
し
て
申
告

　
書
を
作
成
し
ま
す
。
申
告
会
場
で
は
少
な
く

　
と
も
　
分
程
度
の
待
ち
時
間
が
想
定
さ
れ
ま

30

　
す
。
時
間
に
余
裕
を
も
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

申
告

 申
告
がが
必
要
必
要
なな
方方

焔
給
与
所
得
の
み
の
方
で
、
勤
務
先
か
ら
市
へ
給

与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
方
（
勤

務
先
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
）

焔
事
業
・
不
動
産
・
配
当
・
年
金
・
そ
の
ほ
か
の
所
得

の
あ
っ
た
方
で
、
所
得
税
の
確
定
申
告
が
不
要
な
方

焔
非
課
税
所
得
（
遺
族
年
金
・
障
害
年
金
・
雇
用

（
失
業
）
保
険
・
生
活
保
護
受
給
）
が
あ
る
方

焔
収
入
が
な
か
っ
た
方
（
市
内
の
方
か
ら
扶
養
さ
れ

て
い
る
場
合
は
申
告
不
要
で
す
）

焔
市
内
に
事
務
所
・
事
業
所
な
ど
を
有
す
る
方
で
、

市
内
に
住
所
が
な
い
方

※
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
加
入
者
は
、
昨
年
中
の
所
得
が
な
か
っ
た
場

合
で
も
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告

 申
告
がが
不
要
不
要
なな
方方

焔
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方
（
確
定
申
告
書
を

税
務
署
へ
提
出
す
る
方
）

焔
平
成
　
年
中
の
所
得
が
１
か
所
か
ら
の
給
与
の

26

み
で
、
勤
務
先
か
ら
市
に
年
末
調
整
さ
れ
た
給

与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方
（
勤
務
先

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
）

焔
１
月
１
日
現
在
　
歳
以
上
の
年
金
所
得
の
み
の

65

方
で
、
年
金
収
入
が
１
５
１
万
５
０
０
０
円
以

下
の
方
（
遺
族
年
金
・
障
害
年
金
な
ど
の
非
課
税

年
金
の
み
の
場
合
は
、
申
告
が
必
要
で
す
）

焔
同
一
世
帯
の
方
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
方
（
同
居
し

て
い
て
も
住
民
票
上
世
帯
が
別
に
な
っ
て
い
る
場

合
は
、
扶
養
さ
れ
て
い
て
も
申
告
が
必
要
で
す
）

  申
告
の
際
に
持
参
す
る
も
の

　
申
告
会
場
で
は
、
職
員
が
端
末
に
入
力
し
て
申

告
書
を
作
成
す
る
た
め
、
事
前
記
入
は
不
要
で
す
。

必
要
な
書
類
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

①
申
告
書
（
事
前
に
届
い
て
い
る
方
）・
印
鑑
（
ゴ

ム
印
以
外
、
認
印
可
）

②
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
や
支
払
者
の
証
明
書

な
ど
、
収
入
が
明
ら
か
に
な
る
資
料

③
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、
公
的
年
金
な
ど

の
源
泉
徴
収
票

④
国
民
年
金
保
険
料
な
ど
の
控
除
証
明
書

⑤
社
会
保
険
な
ど
の
領
収
書
（
平
成
　
年
中
に
国
民
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健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
や
健
康
保

険
料
、
厚
生
年
金
保
険
料
な
ど
を
支
払
っ
た
も
の
）

⑥
生
命
保
険
や
地
震
保
険
に
関
す
る
控
除
証
明
書

⑦
医
療
費
な
ど
の
領
収
書
（
病
院
・
薬
局
ご
と
に
支

払
額
を
ま
と
め
た
支
払
明
細
書
を
添
付
）

⑧
寄
付
を
し
た
場
合
は
、
寄
付
先
か
ら
の
領
収
書

⑨
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
、
身
体
障
害
者
手

帳
や
愛
の
手
帳
な
ど

⑩
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
る
方
は
、
配
偶
者
の

所
得
が
明
ら
か
に
な
る
資
料

⑪
事
業
所
得
な
ど
が
あ
る
方
は
、
収
支
内
訳
書
や

帳
簿
な
ど

  郵
送
に
よ
る
受
付

　
申
告
書
に
該
当
す
る
事
項
を
記
入
し
、
源
泉
徴

収
票
・
事
業
主
の
支
払
証
明
・
収
支
内
訳
書
な
ど
の

必
要
書
類
を
添
付
し
、
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
の
控
え
に
受
付
印
が
必
要
な
方
は
、
宛
先

（
申
告
す
る
方
の
住
所
・
氏
名
）
を
記
入
し
た
返

信
用
封
筒
（
切
手
貼
付
）
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

郵
送
先
　
〒
２
０
５－

８
６
０
１
（
所
在
地
記
載
不

要
）
羽
村
市
課
税
課
市
民
税
係

 注
　
意
 　
国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明
書
に
つ

い
て
は
、
ね
ん
き
ん
定
期
便
・
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
専

用
ダ
イ
ヤ
ル
（
緯
０
５
７
０－

０
５
８－

５
５
５
）

ま
た
は
青
梅
年
金
事
務
所
（
緯
０
４
２
８－

３
０

－

３
４
１
０
）
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
申
告
の
際
に
控
除
証
明
書
の
添
付
が
必
要
で
す
。

 申
告
は
３
月
　
日
捷
ま
で
に
！
 

16

　
期
限
ま
で
に
申
告
が
な
い
と
、
平
成
　
年
度
の

27

課
税
決
定
が
遅
れ
た
り
、
課
税
・
非
課
税
証
明
書
が

発
行
で
き
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

 特
別
徴
収
（
給
与
か
ら
の
引
き
落
と
し
）
を
推
進
 

 し
て
い
ま
す

　
羽
村
市
お
よ
び
西
多
摩
地
区
の
市
町
村
で
は
、

納
税
者
の
利
便
性
の
向
上
と
納
税
の
平
等
性
の
確

保
の
た
め
、
法
律
（
地
方
税
法
・
羽
村
市
税
賦
課
徴

収
条
例
な
ど
）
に
基
づ
き
、
特
別
徴
収
（
給
与
か
ら

の
引
き
落
と
し
）
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

広報はむら27.1.15繋広報はむら27.1.15罫

平成26年分平成26年分　所得税所得税の確定申告の確定申告

 青
梅
税
務
署
で
の
受
付
・
相
談
 　

受
付
期
間
　
２
月
　
日
俄
～
３
月
　
日
俄
（
土
・
日

16

16

曜
日
を
除
く
）

相
談
時
間
　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

相
談
会
場
　
青
梅
税
務
署
別
館

※
作
成
済
み
の
還
付
申
告
書
は
、
１
月
５
日
俄
か

ら
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

焔
還
付
申
告
…
給
与
所
得
者
や
年
金
所
得
者
な
ど

で
源
泉
徴
収
税
額
が
あ
り
、
医
療
費
控
除
な
ど

を
申
告
す
る
こ
と
で
所
得
税
が
還
付
と
な
る
申
告

※
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の

確
定
申
告
書
の
提
出
と
納
税
は
、
１
月
５
日
俄

～
３
月
　
日
峨
で
す
。

31

※
贈
与
税
の
申
告
書
の
提
出
と
納
税
は
、
２
月
２

日
俄
～
３
月
　
日
俄
で
す
。

16

 日
曜
日
の
受
付
・
相
談
 

　
青
梅
税
務
署
で
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
。
２
月
　22

日
蚊
・
３
月
１
日
蚊
に
限
り
、
立
川
税
務
署
で
日
曜

日
の
受
付
・
相
談
を
行
い
ま
す
。
当
日
は
、
大
変
混

雑
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

※
日
曜
日
は
、
電
話
に
よ
る
相
談
や
、
国
税
の
領
収

は
行
い
ま
せ
ん
。
納
付
に
際
し
て
は
、
振
替
納

税
制
度
を
利
用
す
る
か
、
近
く
の
金
融
機
関
で

必
ず
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

 税
務
署
で
確
定
申
告
書
を
作
成
す
る
方
へ
 

　
税
務
署
へ
来
署
し
て
確
定
申
告
書
を
作
成
す
る
方

に
は
、
画
面
の
案
内
に
従
っ
て
入
力
す
る
だ
け
で
自

動
計
算
さ
れ
る
、
パ
ソ
コ
ン
の
利
用
が
便
利
で
す
。

　
税
務
署
の
パ
ソ
コ
ン
で
作
成
し
た
確
定
申
告
書

は
、
そ
の
場
か
ら
電
子
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ぜ
ひ
、
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

 市
役
所
で
の
受
付
・
相
談

　
相
談
日
に
よ
り
、
受
付
で
き
る
申
告
内
容
が
異

な
り
ま
す
。
次
の
表
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

会
　
場
　
市
役
所
４
階
大
会
議
室

 申
告
の
際
に
持
参
す
る
も
の

　
１
ペ
ー
ジ
の
「
平
成
　
年
度
住
民
税
の
申
告
の
際

27

に
持
参
す
る
も
の
」
と
同
じ
で
す
。

 郵
送
に
よ
る
受
付

　
申
告
書
に
該
当
す
る
事
項
を
記
入
し
、
源
泉
徴

収
票
・
事
業
主
の
支
払
証
明
・
収
支
内
訳
書
な
ど
の

必
要
書
類
を
添
付
し
、
青
梅
税
務
署
へ
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
の
控
え
や
医
療
費
の
領
収
書
の
返
却
を

希
望
す
る
方
は
、
そ
の
旨
と
申
告
す
る
方
の
住
所
・

氏
名
を
記
入
し
た
返
信
用
封
筒
（
切
手
貼
付
）
を

同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

郵
送
先
　
〒
１
９
８－

８
５
３
０
青
梅
市
東
青
梅

４－

　－

４
青
梅
税
務
署

13

猿日程表（市役所での受付日時）

混雑予混雑予想想市職市職員員税理士税理士会会税務署税務署員員受付時受付時間間
受付受付日日

（土・日曜日、祝日を除く（土・日曜日、祝日を除く））
月月

大変混雑します○○
午前9時30分～11時、
午後1時～3時30分

2日捷～4日昌

2月

大変混雑します○○

午前9時～11時、
午後1時～3時30分

5日昭・6日晶

混雑します○9日捷～13日晶

大変混雑します○○
16日捷～20日晶・
23日捷

比較的空いています○24日昇～27日晶

3月9日以降
混雑します

○2日捷～16日捷3月

※混雑予想は過去の実績に基づくものです。

猿申告・相談の受付内容、受付期間

青梅税務青梅税務署署市役市役所所申告の内申告の内容容

2月16日捷～

3月16日捷

2月2日捷～

3月16日捷

年金・給与所得の申告

作成済み申告書の提出

2月2日捷～6日晶

2月16日捷～20日晶

2月23日捷

営業・農業などの事業
所得の申告

不動産所得の申告

青色申告

2月2日捷～4日昌

損失申告

住宅借入金等特別控除
（所得税）の申告

受付していません

土地・家屋・株式など
の譲渡所得の申告

過年分（平成25年以前
分）の確定申告

平成26年中の収入などを税務署へ申告するものです
※当日の混雑状況によっては、早めに受付を終了する場合があります。ご了承ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合せ　青梅税務署緯0428-22-3185（代表）

※いずれも、土・日曜日、祝日を除く。



燕
青
梅
税
務
署
で
は
、
土
・
日
曜
日
、
祝
日
の

　
申
告
受
付
は
行
い
ま
せ
ん

　
青
梅
税
務
署
で
の
確
定
申
告
書
作
成
・
提
出
は
、
平
日

（
月
～
金
曜
日
）
の
み
と
な
り
ま
す
。
土
・
日
曜
日
、
祝

日
は
受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん
。
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
２
月
　
日
蚊
と
３
月
１
日
蚊
に
限
り
、
立
川
税

22

務
署
で
申
告
書
の
作
成
・
提
出
会
場
を
開
設
し
ま
す
。

燕
駐
車
場
が
利
用
で
き
ま
せ
ん

　
２
月
２
日
俄
か
ら
３
月
　
日
峨
ま
で
の
間
、
青
梅
税

31

務
署
の
駐
車
場
は
、
身
体
障
害
者
用
車
両
を
除
い
て
利

用
で
き
ま
せ
ん
。
車
で
来
署
す
る
際
は
、
近
隣
の
コ
イ

ン
パ
ー
キ
ン
グ
な
ど
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

燕
公
的
年
金
受
給
者
の
申
告

　
平
成
　
年
分
以
後
の
各
年
分
に
つ
い
て
、
公
的
年
金

23

な
ど
の
収
入
金
額
の
合
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、

か
つ
、
そ
の
年
分
の
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得
以
外

の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
　
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
は
、

20

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
た
だ
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る

に
は
、
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
所
得
税
の
確
定
申
告
が
不
要
な
場
合
で
も
、住
民
税
の

申
告
は
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

燕
ｅ－

Ｔ
Ａ
Ｘ
を
利
用
し
ま
し
ょ
う

　
所
得
税
・
消
費
税
・
贈
与
税
の
確
定
申
告
で
、
自
宅
の

パ
ソ
コ
ン
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
申
告
書
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

作
成
や
提
出
が
で
き
ま
す
。

　
利
用
に
は
事
前
の
準
備
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、

国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
ま
た
は
ｅ－

Ｔ
Ａ
Ｘ
・
申
告
書
作

成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
（
緯
０
５
７
０－

０
１－

５

９
０
１
）
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
確
定
申
告
書
を
送
信
す
る
際
に

必
要
な
「
電
子
証
明
書
（
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
が
必

要
）」
の
発
行
は
、
羽
村
市
役
所
１
階
市
民
課
受
付
係

で
行
っ
て
い
ま
す
（
手
数
料
５
０
０
円
）。

※
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
は
３
年
で
す
。
有
効
期
限
切

れ
の
場
合
は
更
新
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
申
告
書
を
作
成
・
印
刷
し
書

面
で
提
出
で
き
ま
す
（
事
前
準
備
不
要
）。

燕
昨
年
電
子
申
告
を
利
用
し
た
方
へ

　
平
成
　
年
分
の
申
告
で
電
子
申
告
（
電
子
送
信
だ
け
で

25

な
く
、
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
で
作
成
し
、
書
面
で

提
出
し
た
場
合
を
含
む
）
を
利
用
し
た
方
に
は
、
申
告
書

を
送
付
し
ま
せ
ん
。
平
成
　
年
分
の
確
定
申
告
も
、
引

26

き
続
き
電
子
申
告
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

燕
所
得
税
の
申
告
と
納
税
は
　
　
　
　
　
　
　

　
３
月
　
日
捷
ま
で
に
！

16

　
期
限
が
近
く
な
る
と
税
務
署
の
窓
口
は
大
変
混
雑
し

ま
す
。
早
め
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
納
期
限
ま
で
に

納
付
が
な
い
場
合
は
、
延
滞
税
が
か
か
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

問
合
せ
　
青
梅
税
務
署

　
緯
０
４
２
８－

２
２－

３
１
８
５
（
代
表
）

　
市
で
は
、
市
内
に
住
所
を
有
す

る
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付

を
受
け
て
い
な
い
　
歳
以
上
の
方

65

で
、
要
介
護
認
定
さ
れ
た
方
な
ど

に
、
障
害
の
程
度
に
よ
り
障
害
者

控
除
対
象
者
認
定
書
を
発
行
し
て

い
ま
す
。

　
住
民
税
や
所
得
税
の
申
告
の
際

に
、
こ
の
認
定
書
を
添
付
す
る
こ

と
で
、
本
人
ま
た
は
そ
の
扶
養
者

が
、
障
害
者
控
除
ま
た
は
特
別
障

害
者
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

猿
控
除
の
対
象
（
控
除
区
分
・
要
介
 

　
護
認
定
結
果
な
ど
に
よ
る
区
分
） 

燕
障
害
者
控
除
　
障
害
状
態
に
あ

り
、
日
常
生
活
自
立
度
が
ラ
ン

ク
Ａ
の
方
／
認
知
症
で
あ
り
、

日
常
生
活
自
立
度
が
Ⅱ
ま
た
は

Ⅲ
の
方

燕
特
別
障
害
者
控
除
　
障
害
状
態

に
あ
り
、
日
常
生
活
自
立
度
が

ラ
ン
ク
Ｂ
以
上
の
方
／
認
知
症

で
あ
り
、
日
常
生
活
自
立
度
が

Ⅳ
以
上
の
方
／
寝
た
き
り
状
態

で
あ
る
方

猿
申
請
で
き
る
方
 

　
本
人
と
そ
の
家
族
（
扶
養
し
て

い
る
方
）

※
介
護
度
・
日
常
生
活
自
立
度
な

ど
、
個
人
情
報
に
関
す
る
問
合

せ
に
電
話
で
答
え
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

※
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

は
市
役
所
１
階
高
齢
福
祉
介
護
課

高
齢
福
祉
係
で
発
行
し
ま
す
。

 問
合
せ
 　

　
高
齢
福
祉
介
護
課
高
齢
福
祉
係

階
　176

猿日常生活自立度の目安

屋内での生活はおおむね自立している
が、介助なしには外出できない

ランクA

屋内での生活に何らかの介助を要し、
日中もベッド上での生活が主体である

ランクB
以上

日常の生活に必要な意思疎通に、困難
さが多少見られる

Ⅱ・Ⅲ

日常の生活に必要な意思疎通に、困難
さが頻繁に見られる

Ⅳ以上

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

広報はむら27.1.15茎

要
支
要
支
援援
・・
要
介
護
の
方
お
よ
び
要
支

要
介
護
の
方
お
よ
び
要
支
援援
・・
要
介
護
の
方
を

要
介
護
の
方
を
  

介
護
し
て
い
る
方

介
護
し
て
い
る
方
へへ

確確確確確確確確確確
定定定定定定定定定定
申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告
手手手手手手手手手手
続続続続続続続続続続
きききききききききき
にににににににににに
係係係係係係係係係係
るるるるるるるるるる
認認認認認認認認認認
定定定定定定定定定定
書書書書書書書書書書
をををををををををを
発発発発発発発発発発
行行行行行行行行行行
しししししししししし
てててててててててて
いいいいいいいいいい
まままままままままま

確
定
申
告
手
続
き
に
係
る
認
定
書
を
発
行
し
て
い
ま
すすすすすすすすすすす

平成26年分　所得税の確定申告

広報はむら27.1.15荊

　
寝
た
き
り
状
態
や
治
療
上
お
む
つ

の
使
用
が
必
要
な
方
の
お
む
つ
代
が
、

医
療
費
控
除
の
対
象
と
し
て
認
め
ら

れ
る
た
め
に
は
、
確
定
申
告
の
際
に
、

「
お
む
つ
代
の
領
収
書
」
と
医
師
が
発

行
し
た
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
の

添
付
が
必
要
で
す
。

　
要
介
護（
支
援
）の
状
態
に
あ
り
、
医

療
費
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
２
年
目

以
降
の
方
は
、「
お
む
つ
使
用
証
明

書
」
の
代
わ
り
に
、
要
介
護
認
定
の

際
に
主
治
医
が
作
成
し
、
市
に
提
出

さ
れ
て
い
る
「
主
治
医
意
見
書
」
で
、

「
寝
た
き
り
の
状
態
で
あ
る
こ
と
」

（
Ｂ
１
以
上
）
お
よ
び
「
尿
失
禁
の
発

生
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
」
が
確
認

で
き
る
場
合
に
限
り
、「
市
町
村
が

主
治
医
意
見
書
の
内
容
を
確
認
し
た

書
類
」
で
医
療
費
控
除
の
申
請
が
で

き
ま
す
。

※
「
市
町
村
が
主
治
医
意
見
書
の
内

容
を
確
認
し
た
書
類
」
は
、
市
役

所
１
階
高
齢
福
祉
介
護
課
介
護
認

定
係
で
発
行
し
ま
す
。

 問
合
せ
 

　
高
齢
福
祉
介
護
課
介
護
認
定
係
階
　146

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
方
へ

 対対
象象
と
な
る
場

と
な
る
場
合合

猿
在
宅
の
方
 

　
次
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
、
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
た
際
の
費
用
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
対

す
る
１
割
の
利
用
者
負
担
分
）
が
、
医
療
費
控
除
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

①
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
作
成
し
た
居
宅
介
護
サ
ー

ビ
ス
計
画
に
基
づ
き
在
宅
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

て
い
る

②
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
、
次
の
医
療
系
サ
ー

ビ
ス
の
い
ず
れ
か
が
含
ま
れ
て
い
る
（
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
を
含
む
）

　
焔
訪
問
看
護
　
焔
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

　
焔
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
　

　
焔
居
宅
療
養
管
理
指
導
　
焔
短
期
入
所
療
養
介
護

　
焔
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
（
条

　
件
あ
り
）

　
焔
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
（
条
件
あ
り
）

③
 ②
の
サ
ー
ビ
ス
と
併
せ
て
利
用
す
る
場
合
の
み

控
除
の
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
を
含
む
）

　
焔
訪
問
介
護
　
焔
訪
問
入
浴
介
護

　
焔
通
所
介
護
　
焔
短
期
入
所
生
活
介
護
　

　
焔
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
条
件
あ
り
・
認
知
症

　
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
特
定
施
設
入
居
者
生

　
活
介
護
を
除
く
）

※
訪
問
介
護
、
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
の
生
活
援
助
中
心
型

や
、
支
給
限
度
額
を
超
え
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
分
、

特
別
な
費
用
な
ど
は
控
除
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

猿
介
護
保
険
施
設
に
入
所
し
て
い
る
方
 

①
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

　
ム
）・
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

　「
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
自
己
負
担
額
（
１

割
）
と
、
食
費
・
居
住
費
に
係
る
自
己
負
担
額
の
合

計
額
の
２
分
の
１
」が
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

②
介
護
老
人
保
健
施
設
・
介
護
療
養
型
医
療
施
設

　「
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
自
己
負
担
額
（
１

割
）
と
、
食
費
・
居
住
費
に
係
る
自
己
負
担
額
」
が

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
介
護
福
祉
士
な
ど
に
よ
る
 喀
  痰
 吸
引
な
ど
の
対
価

か
く
 た
ん

も
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
し

て
医
療
費
控
除
対
象
額
を
記
載
し
た
領
収
書
を
交

付
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
医
療
費
控
除
額
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
領
収
書
は
、

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

 問
合
せ
 　

燕
控
除
の
対
象
に
つ
い
て
…
青
梅
税
務
署

　
緯
０
４
２
８－

２
２－

３
１
８
５
（
代
表
）

燕
介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て
…
高
齢
福
祉
介
護
課
介

護
保
険
係
階
　143

おおおおおおおおおお
むむむむむむむむむむ
つつつつつつつつつつ
代代代代代代代代代代
にににににににににに
係係係係係係係係係係
るるるるるるるるるる
医医医医医医医医医医
療療療療療療療療療療
費費費費費費費費費費
控控控控控控控控控控
除除除除除除除除除除
のののののののののの
申申申申申申申申申申

お
む
つ
代
に
係
る
医
療
費
控
除
の
申
請請請請請請請請請請請

介介介介介介介介介介
護護護護護護護護護護
保保保保保保保保保保
険険険険険険険険険険
料料料料料料料料料料
はははははははははは
社社社社社社社社社社
会会会会会会会会会会
保保保保保保保保保保
険険険険険険険険険険
料料料料料料料料料料
控控控控控控控控控控
除除除除除除除除除除
のののののののののの
対対対対対対対対対対
象象象象象象象象象象
でででででででででで

介
護
保
険
料
は
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
すすすすすすすすすすす

確確確確確確確確確確
定定定定定定定定定定
申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告
でででででででででで
医医医医医医医医医医
療療療療療療療療療療
費費費費費費費費費費
控控控控控控控控控控
除除除除除除除除除除
のののののののののの
対対対対対対対対対対
象象象象象象象象象象
とととととととととと
なななななななななな
るるるるるるるるるる
場場場場場場場場場場
合合合合合合合合合合
がががががががががが
ああああああああああ
りりりりりりりりりり
まままままままままま

確
定
申
告
で
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
すすすすすすすすすすす

　
介
護
保
険
料
を
納
め
て
い
る
方
は
、

申
告
の
際
に
、
健
康
保
険
や
年
金
の

掛
金
と
同
様
に
社
会
保
険
料
控
除
と

し
て
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
介
護
保
険
料
が
公
的
年
金
か
ら
特

別
徴
収
さ
れ
て
い
る
方
は
、
そ
の

年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
の
み
社

会
保
険
料
控
除
と
し
て
申
告
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

 問
合
せ
 

燕
申
告
方
法
や
手
続
き
に
つ
い
て
…

青
梅
税
務
署
緯
０
４
２
８－

２
２

－

３
１
８
５
（
代
表
）

燕
介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て
…
高
齢

福
祉
介
護
課
介
護
保
険
係
階
　143

 介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
を
   

 申
請
す
る
方
へ

　
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
は
、

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
が
対
象
と

な
り
ま
す
。
認
定
証
を
申
請
す
る
方

は
、
必
ず
確
定
申
告
ま
た
は
住
民
税

の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
高
齢
福
祉
介
護
課
介
護
保

険
係
階
　143

平成26年分　所得税の確定申告


